
マンホール蓋特記仕様書 

 

１．本特記仕様書に規定するマンホール蓋は、下記のとおりである。 

  ①神戸市型φ600mmマンホール蓋（Ｔ－２５、Ｔ－１４、Ｔ－８） 

  ②神戸市型φ600nn耐スリップ性マンホール蓋（Ｔ－２５、Ｔ－１４） 

③神戸市型小型マンホール防護蓋（Ｔ－１４、Ｔ－８） 

④神戸市型小型汚水桝防護蓋（公道用、宅内用） 

⑤神戸市型φ350ｍｍ鋳鉄製桝蓋 

 

２．購入に関しては、本市の仕様を満たすとともに、本市の認定を受けた製造業者で製作されたもの 

  を使用すること。現在、本市の工場検査を受け認定されている製造業者は下表のとおりである。 

上記マンホール蓋は特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され 

  る第三者の権利（以下｢特許権等｣という。）の対象となっている場合があるが、本市の認定は本 

市の指定する条件を満たし、対象製品に関して責任を負うことができる製造業者であるかの認定 

  であり、特許権等に対する認定ではないので注意すること。 

 

（令和６年４月１日現在） 

   種類 

 

 

認定業者 

神戸市型 

φ600㎜ 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 

(T-25,T-14,T-8) 

神戸市型 

φ600mm耐ｽﾘｯﾌﾟ性 

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 

(T-25,T-14) 

神戸市型 

小型ﾏﾝﾎｰﾙ 

防護蓋 

(T-14,T-8) 

神戸市型 

小型ﾏﾝﾎｰﾙ用 

ﾚｼﾞﾝｺﾝｸﾘｰﾄ製底板 

神戸市型 

小型汚水桝 

防護蓋 

(公道用,宅内用) 

神戸市型 

φ350mm 

鋳鉄製桝蓋 

日 之 出 水 道 機 器 ㈱ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

虹 技 ㈱ ○ ○ ○  ○  

北 勢 工 業 ㈱ ○ ○ ○ ○ ○  

㈱ 荒 木 製 作 所 ○ ○ ○  ○  

長 島 鋳 物 ㈱ ○ ○     

 

３．本市認定書を添付した承諾願を本市に提出し、承諾を得たうえで使用すること。 

 

４．その他の事項については、本市監督員の指示に従うこと。 

 

【 参 考 】 

（１）蓋の規格による使用区分については以下を標準とする。 

Ｔ－２５：車道幅員５.５ｍ以上の道路（例：車線数２以上） 

※但し、車道幅員が５.５ｍ未満でも、一方通行道路等で大型車両の通行があり交通量 

の多い道路は適用対象 

Ｔ－１４：車道幅員５.５ｍ未満の片側一車線しか確保できないような道路 

Ｔ－８：歩道部 

（２）耐スリップマンホール蓋は、Ｔ－２５、Ｔ－１４設置箇所の内、以下の条件の下で設置する。 

  ①Ｔ－２５マンホール蓋に関する条件 

・交差点及び交差点への流入部（交差点手前８０ｍまでの範囲内） 

・縦断勾配が６％以上の道路の下り車線 

・その他、特に必要と判断される箇所 

  ②Ｔ－１４マンホール蓋に関する条件 

・縦断勾配が６％以上の道路の下り車線 

   ・その他、特に必要と判断される箇所 


